
   

重要なお知らせです。裏面も読んで捨てないでください。

☆「配分金の所得税法上の取り扱い」及び「配分金支払証明書」の発行について

「配分金」収入は所得税法上「雑所得」として取り扱われ、税の申告は確定申告が必要

な会員各人の義務となっております。

所得税の課税対象は、毎年１月１日から１２月３１日までの１年間に生じた全ての所得

です。その年の所得について確定した金額を計算し、その所得金額に対する税額を算出し

て、申告と納税を行うことになっており、この申告を確定申告といいます。

会員の皆さんにおいても公的年金や給与所得がある方は確定申告が必要な場合がありま

す。ただし、平成２３年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する方で、

その年中の公的年金等の収入額が４００万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に

係る雑所得以外の所得金額が２０万円以下である場合には、確定申告の必要はありません。

（注１） この場合であっても、例えば医療費控除による所得税の還付を受けるための確

定申告をすることができます。

（注２） 公的年金等以外の所得金額が２０万円以下で確定申告の必要がない場合であっ

ても住民税の申告は必要になります。

この場合において、所得税法上「雑所得」として取り扱われる配分金収入については、

必要経費として６５万円までの控除が認められております。

なお、確定申告が必要な会員につきましては、様々な所得の有無や金額、年齢区分によ

り個々に異なりますので、詳しくは同封の「配分金支払証明書」を持参のうえ、最寄りの

税務署又は市担当課までお問い合わせください。

☆会員友の会からのお知らせ

平成２６年１２月１９日（金）「ゴニンカン世界選手権大会予選会」が開催され平成２７

年１月１８日（日）五所川原市民体育館で開催される「ゴニンカン世界選手権大会」に出

場する２チーム（全１２名）が決定しました。前回は準優勝でしたので今回は是非、優勝

を目指して頑張って欲しいものです。

（第３５号）          

前年同月比（１２月末）

                    会員数   ４７２名  ９５．２％

                    男 性   ２７６名   ９２．９％

                    女 性  １９６名   ９８．５％



出場選手

・A チーム 高井昭雄 一戸俊道 奈良良光 高橋薫範 中居力男 盛祐喜雄

・B チーム 山内勇四郎 神山秋正 伊藤徳弘 奈良源悦 岩谷修次 長尾勉

補欠 平山信一 田中豊忠

▼囲碁クラブの活動日について

◎ 初心者にも初歩から教えますので、どんどん参加してください！

囲碁クラブ活動日（場所：センター２階和室 時間：午後１時～）

１月６日（火） １月２０日（火）

２月１０日（火） ２月２４日（火）

３月１０日（火） ３月２４日（火）

☆就業相談会のお知らせ（１月）

１月の就業相談会の日時は１月１９日（月）１０時～１２時の予定となっております。

就業に関してどのようなことでも結構ですので疑問、質問等がありましたらご相談くださ

い。なお、予約は不要です。
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